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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
薬剤を収容可能な薬剤収容室を有するバッグ本体と、
前記薬剤収容室内の薬剤を排出可能な排出口を有する接続部を備え、前記バッグ本体には
、薬剤収容室を複数の収容室に区画する弱シール部が設けられた薬剤バッグにおいて、
前記収容室及び／または前記弱シール部外方に取っ手を有し、
前記接続部に、通常は前記排出口への接続を阻止する保護機構を有し、
前記保護機構が、連結部材により前記取っ手と連結され、
前記取っ手を前記バッグ本体の外方向に引っ張った際に、前記弱シール部が剥離し前記複
数の収容室が連通すると共に、前記保護機構が前記連結部材により前記取っ手と連結され
ているため、前記複数の収容室が連通するのと同時に前記保護機構が前記排出口から外れ
ることを特徴とする医療用複室容器。
【請求項２】
前記保護機構が、前記接続部を覆うように取り付けられていることを特徴とする請求項１
に記載の医療用複室容器。
【請求項３】
前記保護機構が、前記排出口の露出を阻止するように取り付けられていることを特徴とす
る請求項１に記載の医療用複室容器。
【請求項４】
前記取っ手が、前記収容室の中央部よりも前記弱シール部の近傍に設けられていることを



(2) JP 5772000 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

特徴とする請求項１乃至３に記載の医療用複室容器。
【請求項５】
前記取っ手が、前記弱シール部上に設けられていることを特徴とする請求項１乃至４に記
載の医療用複室容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液または薬剤を別個に収容しておき、必要時に混合して使用することので
きる医療用複室容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、混合した状態で保管しておくと、変質などによって保存性が悪くなる薬剤や薬液
を使用直前に無菌混合させるべく、複室容器が用いられている。これは、容易に剥離可能
な弱シール部によって区画される複数の収容室内に複数の内容物を別々に保存しておき、
使用の直前に容器を手で圧縮するなどして弱シール部を剥離させ、複数の収容室を連通さ
せて内容物を無菌状態で混合あるいは溶解させるというものである。
【０００３】
　この種の複室容器においては、使用する際に、弱シール部の開通操作は必須であり、弱
シール部未開通で輸液すると一液のみの輸液となり誤作業となる。そこで、このような誤
作業を未然に防止するため、特許文献１の様な排出口に薬剤排出阻止具を備え、収容室を
連通させた際に薬剤排出阻止具が解除されるものが開示されている。
【０００４】
　特許文献１に示される複室容器は、薬剤バッグを弱シール部により複数の隔室に区画し
、複数の隔室の一つに開口する排出口を備え、更に、薬剤バッグの外部に排出口からの薬
剤の排出を阻止するための薬剤排出阻止具が装着され、前記薬剤排出阻止具は弱シール部
開通の瞬間に薬剤バッグ内に惹起される衝撃的な流体力により解除され、薬剤バッグから
の薬剤の排出が許容されることを特徴とするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０９７０３９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に示される複室容器を使用する際は、台などの上に複室容器を置き、一方の
隔室を押圧することで、押圧した隔室内の圧が高まり、弱シール部を剥離し、複数の隔室
を連通させる。その後、複室容器をガートル台等の支持台に吊り下げ、排出口に輸液回路
などを接続し、使用するものである。そのため、使用する際に、複室容器を置いて押圧す
るための台などが必要であること、複室容器を使用できる状態にするまでの操作に手間が
かかることが問題であった。特に容量が大きな複室容器である場合にこの問題点は顕著と
なる。更に、隔室を押圧し、複数の隔室を連通させても、薬剤バッグ内に惹起される流体
力が不十分なため薬剤排出阻止具が解除されず、使用できないことがあることが問題であ
った。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を鑑みてなされたものであり、複室容器による輸液に際して、複
室容器の各収容室を連通させるための作業台を必要とせず、更に、排出口に、排出口への
接続を阻止する保護機構を有し、収容室の連通操作と保護機構の取り外しを、一度の操作
で行うことが可能な構成の医療用複室容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　　請求項１に係る発明は、薬剤を収容可能な薬剤収容室を有するバッグ本体と、前記薬
剤収容室内の薬剤を排出可能な排出口を有する接続部を備え、前記バッグ本体には、薬剤
収容室を複数の収容室に区画する弱シール部が設けられた薬剤バッグにおいて、前記収容
室及び／または前記弱シール部外方に取っ手を有し、前記接続部に、通常は前記排出口へ
の接続を阻止する保護機構を有し、前記保護機構が、連結部材により前記取っ手と連結さ
れ、前記取っ手を前記バッグ本体の外方向に引っ張った際に、前記弱シール部が剥離し前
記複数の収容室が連通すると共に、前記保護機構が前記連結部材により前記取っ手と連結
されているため、前記複数の収容室が連通するのと同時に前記保護機構が前記排出口から
外れることを特徴とする医療用複室容器である。

【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記保護機構が、前記接続部を覆うように取り付けられてもよ
い。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、前記保護機構が、前記排出口の露出を阻止するように取り付け
られてもよい。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、前記取っ手が、前記収容室の中央部よりも前記弱シール部の近
傍に設けられてもよい。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、前記取っ手が、前記弱シール部上に設けられてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、収容室及び／または弱シール部外方に設けられた取っ手を引っ張るこ
とで、収容室を隔てる弱シール部が剥離し、区画された収容室が連通すると共に、接続部
に設けられた排出口への接続を阻止する保護機構が外れるため、本発明の医療用複室容器
を使用する際は、ガートル台等の支持台に吊り下げた後、取っ手を引っ張るだけで使用で
きる状態にすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器の正面図。
【図２】図１における医療用複室容器の側面図。
【図３】本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器の連通前の側面図。
【図４】本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器の連通後の側面図。
【図５】（ａ）図３における接続部の正面方向からの拡大図。（ｂ）図４における接続部
の正面方向からの拡大図。
【図６】（ａ）本発明の第二の実施態様としての医療用複室容器の連通前の接続部の正面
方向からの拡大図。（ｂ）　本発明の第二の実施態様としての医療用複室容器の連通後の
接続部の正面方向からの拡大図。
【図７】（ａ）本発明の第三の実施態様としての医療用複室容器の連通前の接続部の正面
方向からの拡大図。（ｂ）本発明の第三の実施態様としての医療用複室容器の連通後の接
続部の正面方向からの拡大図。
【図８】（ａ）本発明の第四の実施態様としての医療用複室容器の連通前の接続部の正面
方向からの拡大図。（ｂ）本発明の第四の実施態様としての医療用複室容器の連通後の接
続部の正面方向からの拡大図。
【図９】（ａ）本発明の第五の実施態様としての医療用複室容器の連通前の接続部の正面
方向からの拡大図。（ｂ）本発明の第五の実施態様としての医療用複室容器の連通後の接
続部の正面方向からの拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下、本発明の実施態様について、図面を参照しつつ説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器１の正面図であり、図２は、
図１における医療用複室容器１の側面図である。医療用複室容器１はバッグ本体２を備え
、バッグ本体２は外周縁にシール部６を設けることで薬剤収容室が形成される。シール部
６は、図１における上方に、医療用複室容器１を支持台に吊り下げるための懸垂孔９を備
える。薬剤収容室は、仕切部となる弱シール部７によって、第一の収容室４と第二の収容
室５とに区切られ、それぞれの収容室には所定の薬液や薬剤等が収容される。第一の収容
室４は、図１における下方に、輸液回路などを接続するための接続部１３を備え、接続部
１３は、刺通針などを接続し、薬剤を排出するための排出口１４を有し、排出口１４への
接続を阻止するための保護機構３を備える。第二収容画室５は、図１における上方に、薬
剤の充填に使用される充填口８を備える。更に、バッグ本体２は、薬剤収容室及び／また
は弱シール部７外方に取っ手１０を備え、取っ手１０は、連結部材１１によって保護機構
３と連結される。
【００１７】
　医療用複室容器１は、バッグ本体２が熱可塑性樹脂フィルムからなる袋体であって、外
周縁にシール部６を設けることで、薬剤収容室を形成している。バッグ本体２は、シート
状フィルムを重ねて、外周縁にシール部６を設けることで袋体としても良いし、筒状フィ
ルムの開口端にシール部６を設けることで袋体としても良く、薬剤収容室を形成しうるも
のであれば、特に限定されるものではない。シール部６は、接着剤などで接着することで
設けても良いし、熱溶着などで溶着することで設けても良く、特に限定されるものではな
い。
　更に、薬剤収容室を仕切っている弱シール部７は、フィルムの上下の内面同士を熱接着
させた構成である。弱シール部７をフィルムに熱シール可能な別のフィルムシートを介し
て互いに溶着した構成とすることも可能であり、引っ張ることで剥離させることができる
ものであれば、特に限定されるものではない。
　熱可塑性樹脂フィルムとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエチレンテレナフタレート、ポリビニルアルコール、エチレンビニルアル
コール共重合体、ポリ塩化ビニリデン、ナイロンなどの熱可塑性樹脂及びこれらの混合物
から生成されるフィルムが挙げられる。また、これらの材料の積層体など医療用容器の材
質として使用されるものであれば、特に限定はされないが、一般的には、ポリエチレン、
ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリプロピレンの混合物が好適に採用可能である。
【００１８】
　懸垂孔９は、医療用複室容器１を支持台に吊り下げるためのものであり、設ける部位に
ついては、特に限定されるものではなく、図１における上方に設けても良いし、側方に設
けても良い。使用時に薬剤を排出しやすい様に、排出口を下方にした状態を維持できるも
のであれば特に限定されるものではなく、好ましくは、接続部の対局に設けた構造である
。
【００１９】
　排出口１４は、薬剤の排出するために設けられたもので、血液回路などを装着して薬剤
の排出をすることができるものである。排出口１４は、刺通針などを穿刺し、接続できる
ものであっても良いし、ニードルレス接続可能なものであっても良く、特に限定されるも
のではない。加えて、排出口１４は、接続した刺通針などを介して、薬剤の充填を行うこ
ともできる。
【００２０】
　保護機構３は、排出口１４に刺通針などを接続することを物理的に阻止するために設け
られ、保護機構３が解除された際には、排出口１４が露出し、刺通針などによる接続が可
能となるものである。保護機構３は、物理的に排出口１４との接続を阻止するものであれ
ば、図５から図６に示される様に、接続部１３全体を覆う様な形状であってもよいし、図
７から図９に示される様に、排出口１４を外部に露出させない様な形状であってもよい。
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【００２１】
　充填口８は、薬剤の充填を行うためのものであり、薬剤を充填した後は、薬剤が漏れな
い様に閉じられる。充填口８を閉じる方法は、接着剤などで接着しても良いし、熱溶着な
どで溶着しても良く、特に限定されるものではない。
　薬剤の充填については、排出口１４及び充填口８を介して行っても良いし、第一収容室
４及び第二収容画室５のそれぞれの側方に充填口を設け、側方から薬剤を充填しても良く
、特に限定されるものではない。
【００２２】
　取っ手１０は、バッグ本体２の収容室及び／または弱シール部外方に設けられる。本発
明においては、図１及び図２で示される様に、バッグ本体２の両側にそれぞれ取っ手１０
ａ、１０ｂとして設けられるが、取っ手１０の数は、２個に限定されるものではなく、１
個であっても良いし、３個以上であっても良く、引っ張ることで弱シール部７を剥離及び
保護機構３の解除が行える数であれば、特に限定されるものではない。更に、取っ手１０
の形状は、引っ張ることで弱シール部７を剥離及び保護機構３の解除が行える形状であれ
ば、特に限定されるものではない。
　また、バッグ本体２には、取っ手１０が設けられ、取っ手１０はバッグ本体２と一体に
作られても良いし、接着あるいは熱溶着などにより別途取り付けられても良い。
　取っ手１０を別途取り付ける場合、バッグ本体２と接着できるものであれば特に材質は
問わないが、好ましくはバッグ本体２と熱溶着できる材質であり、更に好ましくは、熱可
塑性樹脂フィルムである。
【００２３】
　連結部材１１は、保護機構３と取っ手１０とを連結するものであり、連結部材１１は、
保護機構３及び取っ手１０と、別体としても良いし、どちらか一方あるいは両方と一体で
成形されるものであっても良い。形状については、紐状、帯状、鎖状など特に形状は限定
されない。材質についても、金属、樹脂、糸など特に限定されるものではないが、好まし
くは、保護機構３及び取っ手１０と接着できる素材であり、更に好ましくは、保護機構３
及び取っ手１０と熱溶着できる熱可塑性樹脂である。
【００２４】
　図３は、本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器の連通前の側面図であり、医
療用複室容器１を支持台のフック１２に吊り下げ、取っ手１０ａ及び１０ｂを引っ張る前
の状態を示している。図４は、本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器の連通後
の側面図であり、バッグ本体２においては、取っ手１０ａ及び１０ｂを引っ張った後の第
一の収容室４及び第二の収容室５が連通し、且つ保護機構３が外れ、排出口１４が露出し
た状態を示している。
　使用に際しては、図３に示される様に、医療用複室容器１をフック１２に吊り下げ、バ
ッグ本体２の両側に設けられた取っ手１０ａ及び１０ｂを把持して、図中の矢印Ａ－Ａ´
方向に引き離すように引っ張る。その結果、図４で示される様に、弱シール部７が剥離し
、第一の収容室４及び第二の収容室５を連通させることができる。更には、取っ手１０ａ
及び１０ｂは、それぞれ連結部材１１ａ及び１１ｂを介して、保護機構３と連結されてお
り、取っ手１０ａ及び１０ｂを引っ張った際に、保護機構３が接続部１３から外れること
で、排出口１４への接続が可能となる。
【００２５】
　図５乃至図８には、本発明の第一乃至第四の実施態様としての医療用複室容器の接続部
の拡大図である。第二乃至第四の実施態様としての医療用複室容器における外観は、図１
及び図２で示される医療用複室容器と同様であり、保護機構３及び接続部１３の形状が異
なるものである。
【００２６】
　図５ａ及び図５ｂは、本発明の第一の実施態様としての医療用複室容器１の接続部１３
の拡大図である。図５ａは、第一の収容室４及び第二の収容室５が連通する前の状態であ
り、保護機構３が接続部１３を覆った状態を示している。図５ｂは、第一の収容室４及び
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第二の収容室５が連通した後の状態であり、保護機構３が接続部１３から外れた状態を示
している。保護機構３は、接続部１３全体を覆う様に設けられ、連結部材１１を介して、
取っ手１０と連結されている。連通前において、保護機構３は、接続部１３全体を覆うこ
とで排出口１４への接続を阻止している。取っ手１０を引っ張った際（連通操作）に、連
結部材１１によって連結された保護機構３が図中の矢印の方向に引っ張られ、保護機構３
が接続部１３から外れることで、排出口１４への接続が可能となる。
【００２７】
　図６ａ及び図６ｂは、本発明の第二の実施態様としての医療用複室容器１の接続部１３
の拡大図である。図６ａは、第一の収容室４及び第二の収容室５が連通する前の状態であ
り、保護機構３が接続部１３を覆った状態を示している。図６ｂは、第一の収容室４及び
第二の収容室５が連通した後の状態であり、保護機構３が接続部１３から外れた状態を示
している。保護機構３は、接続部１３全体を覆う様に設けられ、連結部材１１を介して、
取っ手１０と連結されている。連通前において、保護機構３は、接続部１３全体を覆うこ
とで排出口１４への接続を阻止している。取っ手１０を引っ張った際に、連結部材１１に
よって連結された保護機構３が図中の矢印の方向に引っ張られ、保護機構３が接続部１３
から外れることで、排出口１４への接続が可能となる。
【００２８】
　図７ａ及び図７ｂは、本発明の第三の実施態様としての医療用複室容器１の接続部１３
の拡大図である。図７ａは、第一の収容室４及び第二の収容室５が連通する前の状態であ
り、保護機構３が排出口１４の露出を阻止した状態を示している。図７ｂは、第一の収容
室４及び第二の収容室５が連通した後の状態であり、保護機構３が排出口１４から外れた
状態を示している。保護機構３は、接続部１３の排出口１４を外部に露出させない様に設
けられており、連結部材１１を介して、取っ手１０と連結されている。取っ手１０を引っ
張った際に、連結部材１１によって連結された保護機構３が図中の矢印の方向に引っ張ら
れ、保護機構３が外れ、排出口１４が露出することで、排出口１４への接続が可能となる
。
【００２９】
　図８ａ及び図８ｂは、本発明の第四の実施態様としての医療用複室容器１の接続部１３
の拡大図である。図８ａは、第一の収容室４及び第二の収容室５が連通する前の状態であ
り、保護機構３が排出口１４の露出を阻止した状態を示している。図８ｂは、第一の収容
室４及び第二の収容室５が連通した後の状態であり、保護機構３が排出口１４から外れた
状態を示している。接続部１３の側方には側孔１３が設けられている。保護機構３は、接
続部１３の排出口１４を外部に露出させない様に設けられており、連結部材１１を介して
、取っ手１０と連結されている。取っ手１０を引っ張った際に、連結部材１１によって連
結された保護機構３が図中の矢印の方向に引っ張られ、保護機構３が側孔１３の外方にス
ライドし、排出口１４が露出することで、排出口１４への接続が可能となる。
【００３０】
　図９ａ及び図９ｂは、本発明の第五の実施態様としての医療用複室容器１の接続部１３
の拡大図である。図９ａは、第一の収容室４及び第二の収容室５が連通する前の状態であ
り、保護機構３が排出口１４の露出を阻止した状態を示している。９ｂは、第一の収容室
４及び第二の収容室５が連通した後の状態であり、保護機構３が排出口１４から外れた状
態を示している。保護機構３は、取っ手１０を引っ張ることで解除可能なロック機構１６
を備えている。保護機構３は、接続部１３の排出口１４を外部に露出させない様に設けら
れており、ロック機構１６は、連結部材１１を介して、取っ手１０と連結されている。取
っ手１０を引っ張った際に、保護機構３が外れ、排出口１４が露出することで、排出口１
４への接続が可能となる。
【００３１】
　保護機構３の形状は、図５及び図６に示される様に、接続部１３全体を覆うものであっ
ても良いし、図７及び図９に示される様に、排出口１４を外部に露出させないものであっ
ても良い。
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　更に、接続部１３全体を覆う保護機構３については、図５で示される様に、引っ張るこ
とで二つに分離し、解除される形状であっても良いし、引っ張ることで開裂し、解除され
る形状であっても良い。
　更に、排出口１４を外部に露出させない保護機構３については、図７で示される様に下
方に引っ張る形状であっても良いし、図８で示される様に横方向にスライドさせる形状で
あっても良い。図８で示される様な横方向にスライドさせる形状においては、保護機構３
を接続部１３から完全に取り外せる形状であっても良いし、スライド後、接続部１３に係
合した状態で取り外せない形状であっても良い。
　また、保護機構３は、図９で示される様に保護機構３に設けられたロック機構１８を引
っ張ることで解除される形状であっても良く、接続部１３の接続阻止が解除された際は、
保護機構３を接続部１３から分離される形状であっても良いし、保護機構３の一部が接続
部１３と連結され、排出口１４を露出させるだけの形状であっても良い。
　また、これ以外の形状であっても同様の働きをするものであれば特に限定されるもので
はない。
【符号の説明】
【００３２】
１：医療用複室容器、２：バッグ本体、３：保護機構、４：第一の収容室、５：第二の収
容室、６：シール部、７：弱シール部、８：充填口、９：懸垂孔、１０：取っ手、１１：
連結部材、１２：フック、１３：接続部、１４：排出口、１５：側孔、１６：ロック機構

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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